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1.出力制御に係る事項の技術要件化（申込時の必須資料）

 現在，連系済みの高低圧太陽光（10ｋW以上）・風力発電設備に対
して，出力制御に向けた準備をお願いしております。

 ２０２０年１月１日以降，高低圧太陽光（10ｋW以上）・風力発電
設備の新増設申込時に「出力制御に関する仕様等確認依頼書」のご
提出を必須といたします。

 「出力制御に関する仕様等確認依頼書」をご提出いただけない場合
は，申込を受付できませんのでご注意ください。

P１

※注意事項
・家庭用太陽光発電等の10ｋＷ未満についても，出⼒制御の対象でありますが，10kW
以上の出⼒制御後に⾏う優先的な取扱いとなります。

・10kW未満の発電設備に限り，当⾯「出⼒制御に関する仕様等確認依頼書」のご提出は
必須といたしません。



２．⾼圧（６ｋV）連系の場合 P２



３．低圧（10ｋW以上）連系の場合 Ｐ3



（参考）発電所IDについて Ｐ4

 接続契約の成⽴後，当社から契約者さまへ「発電所ＩＤ」を発⾏いたし
ます。

 当社が管理するサーバへアクセスし，出⼒制御スケジュールを取得するた
め，パワーコンディショナー（出⼒制御ユニット）に「発電所ＩＤ」を登録
する必要があります。

 「発電所ID」の登録を⾏なわない場合は，発電開始しませんのでご注意
ください。


